
名張市介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金支給事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている介護保険

サービス事業所等の負担を軽減し、もって安定的かつ継続的な介護保険等サービスの提 

供に資するため支援金を支給する名張市介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金

支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 この要綱による支援金（以下「支援金」という。）の支給の対象となる者（以下

「支給対象者」という。）は、令和７年１月１日（同月２日から同年３月１日までの間

に新たに介護保険サービス事業所等の指定等を受けた者である場合には、当該指定等の

日（以下「指定日」という。））時点において、別表に掲げる各表の指定等区分の欄に

掲げる指定等（介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により、介護保険サービ

ス事業所等の指定等があったものとみなす場合を除く。）を受けている市内に所在する

事業所又は施設（同年３月３１日まで当該指定等に係る事業を継続して行っているもの

に限る。以下「事業所等」という。）の代表者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、障害福祉サービス等を行う介護保険サービス事業所等が名

張市障害福祉サービス等事業所物価高騰対応支援金支給事業実施要綱（令和７年告示第 

２７号）に基づく名張市障害福祉サービス等事業所物価高騰対応支援金の支給を受ける

場合には、支援金は支給しない。 

（支給対象経費及び支給額） 

第３条 支援金の支給の対象となる経費は事業所等における令和７年１月１日又は指定日

のいずれか遅い日から同年３月３１日までの食材費、電気代、ガス代及びガソリン代

（当該事業所等が車両のガソリン代を負担している場合に限る。）（消費税及び地方消

費税に係る部分を除く。）とし、支援金の月額は別表に定める額とする。 

２ 指定日が令和７年１月２日以後である場合における前項の規定による支援金の月額は、 

次の各号に掲げる日である場合には、それぞれ当該各号に定める月分の支援金を支給す

るものとする。 

（１）令和７年１月２日から同年２月１日まで 同年２月分及び３月分 

（２）令和７年２月２日から同年３月１日まで 同年３月分 

（支給申請） 

第４条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、令和７年３月３１日までに、名張

市介護保険サービス事業所等物価高騰対応支援金支給申請書兼請求書（様式第１号）に

事業所・施設別申請額一覧（様式第２号）、事業所等個票（様式第３号）及び必要な書

類を添えて市長に提出することにより、申請しなければならない。 

（支給決定） 



第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに、当該申請に係る書類

を審査し、適当と認めたときは支援金の支給を決定し、当該申請を行った支給対象者か

らの請求に基づき、速やかに当該支援金を支給するものとする。 

（支援金の返還） 

第６条 市長は、支給対象者が支援金を受給した後に支給対象者の要件に該当しないこと

がわかった場合、又は偽りその他不正の手段により支援金を受給したと認める場合は、

直ちにその支援金に係る決定を取り消し、当該支援金の返還を求めるものとする。 

２ 前項の規定による支援金の返還を求められた者は、市長が定める期日までに、当該支

援金を市長に返還しなければならない。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給の

決定をした支援金については、なお従前の例による。 



別表（第２条、第３条関係） 

 １ 食材費相当分 

指定等区分 支援金の額（月額） 

通所介護事業所 
定員１人につき、３２５円 

（看護小規模多機能型居宅介護事業所及

び小規模多機能型居宅介護事業所の定員

の数は、通い及び宿泊のそれぞれの定員

の数を合計した数とする。） 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

短期入所生活介護事業所（空床型の短期入所

生活介護の定員を除く。以下同じ。） 

定員１人につき、９５０円 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

特定施設入居者生活介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

備考 事業所等の定員の数は、令和７年１月１日（同月２日から同年３月１日までの間

に新たに介護保険サービス事業所等の指定等を受けた事業所等である場合には、当該

指定等の日）時点のものとする。以下この表の２の表及び３の表において同じ。 

２ 電気代相当分 

指定等区分 支援金の額（月額） 

訪問介護事業所 

１の事業所等につき、１，７７５円 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所 

居宅介護支援事業所 

通所介護事業所 定員１人につき、１５０円 

（看護小規模多機能型居宅介護事業所

及び小規模多機能型居宅介護事業所の

定員の数は、通い及び宿泊のそれぞれ

の定員の数を合計した数とする。） 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 



小規模多機能型居宅介護事業所 

短期入所生活介護事業所 

定員１人につき、２５０円 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

特定施設入居者生活介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

３ ガス代相当分 

指定等区分 支援金の額（月額） 

訪問介護事業所 

１の事業所等につき、３７５円 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所 

居宅介護支援事業所 

通所介護事業所 

定員１人につき、３５円 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

短期入所生活介護事業所 

定員１人につき、４７円 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

特定施設入居者生活介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

 備考 ガスを使用している事業所等に限る。 

４ ガソリン代相当分 



指定等区分 支援金の額（月額） 

訪問介護事業所 

車両１台につき、１５０円 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所 

居宅介護支援事業所 

通所介護事業所 

車両１台につき、３７５円 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

短期入所生活介護事業所 

車両１台につき、１５０円 

認知症対応型共同生活介護事業所 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

特定施設入居者生活介護事業所 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

 備考 

１ 支援金の対象となる車両は、事業所等が所有又は使用している車両であって、当

該事業所等がガソリン代を負担している車両のうち、次の（１）から（３）までの

いずれかの用務に使用しているものとする。 

（１）利用者の送迎 

（２）利用者の居宅への訪問 

（３）利用者の医療機関への通院 

２ 車両を複数の事業所等で共用している場合には、当該車両の使用時間が最も長い

事業所等において申請するものとする。 

３ 車両の数は、令和７年１月１日（同月２日から同年３月１日までの間に新たに介

護保険サービス事業所等の指定等を受けた事業所等である場合には、当該指定等の

日）時点のものとし、５台を上限とする。 



様式第３号（第４条関係）　

人

（〒 ‐ ）

＜積算内訳＞

＜所有する車両一覧＞　車両のナンバー等を入力してください。ナンバーは右詰めで入力してください。

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

（円）

 事業所等個票

Ｒ７．２ Ｒ７．３

ガス

　この支援金に係る証拠書類は、５年間（令和12年3月末まで）適切に整備、保管し、市から求めがあった場合には提出します。

　指定等区分、サービス提供の期間は、事実に相違ありません。

電話番号 メールアドレス

食材

サービス提供

電気

基準単価 Ｒ７．１

事業所・施設の所在地

事
業
所
・
施
設
の
状
況

介護保険事業所番号

台

事業所・施設におけるガス使用状況有無

フリガナ

事業所・施設の名称

指定等区分

連絡先

管理者の氏名

　この支援金と対象経費を重複して、名張市障害福祉サービス等事業所物価高騰対応支援金の支給を受けていません。

確　認　事　項

車両の
所有台

数
定員

計

申請額

ガソリン

一連指定番号地名 分類番号 ひらがな


